
（内部機能障害者向け器具）

品　　　目 用具の説明 給付対象要件
補助対象
上限額

耐用
年数

透析液加温器
自宅で人工透析を行っている方
が、利用する透析液を加温し、一
定温度に保つ器具

腎臓機能障害３級以上で、自己連続携行式腹膜灌流法
(ＣＡＰＤ)による透析療法者、又は３歳以上で腎臓機
能障害３級以上の児童

51,500円 ５年

ネブライザー
（吸入器）

霧状にして吸い込むタイプの薬を
服用するための器具

 呼吸器機能障害３級以上の身体障害者(児)、又は同程
度の身体障害者(児)で、必要と認められる者(児童は学
齢以上)

36,000円 ５年

電気式たん吸引器
介助者が障害者のたんを吸引する
ための器具

上記に同じ 56,400円 ５年

酸素ボンベ運搬車
酸素ボンベを乗せて引っ張れるよ
うな台車

医療保険による在宅酸素療法を行う者 17,000円 10年

8,600円
（蓄便袋）

－

11,300円
(蓄尿袋)

紙おむつ等
紙おむつや、似たような機能を持
つパッド等

排便障害のある方で、ストマ装具が使えない方。また
は重度の脳性まひ等で排便の意思表示ができない方
（ただし、３歳以上）

12,000円 －

※　表中の「耐用年数」とは、最低限使っていただく年数を指します。
※　内部障害者以外にも給付することがあります。

（知的障害者向け器具）

品　　　目 用具の説明 給付対象要件
補助対象
上限額

耐用
年数

15,200円
(ｵｰﾀﾞｰﾒｲﾄﾞ)

(ｽﾎﾟﾝｼﾞ･革製)

12,160円
(既製品)

(ｽﾎﾟﾝｼﾞ･革製)

36,750円
(ｵｰﾀﾞｰﾒｲﾄﾞ)
(ｽﾎﾟﾝｼﾞ･革
ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ製)

29,400円
(ｵｰﾀﾞｰﾒｲﾄﾞ)
(ｽﾎﾟﾝｼﾞ･革
ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ製)

特殊便器
足踏ペダルで水が流せる便器
（住宅改修が必要なものを除く）

学齢児以上で、上肢機能障害２級以上の身体障害者者
(児)、又は学齢児以上の重度又は最重度の知的障害者
(児)で、訓練を行っても自ら排便後の処理が困難なも

151,200円 ８年

火災警報機
屋外にも警報ブザーが鳴るタイプ
の火災警報器

２級以上の身体障害者(児)、又は重度・最重度の知的
障害者(児)で、いずれも火災発生の感知及び避難が著
しく困難な障害者のみの世帯及びこれに準ずる世帯

31,000円
　（2台分）

８年

自動消火器
小さな火事なら自動で消してくれ
る機器

上記に同じ 28,700円 ８年

電磁調理器 視覚障害者用ＩＨ調理器等
視覚障害２級以上（盲人のみの世帯及びこれに準ずる
世帯）、又は１８歳以上の重度・最重度の知的障害者

41,000円 ６年

※　表中の「耐用年数」とは、最低限使っていただく年数を指します。
※　知的障害者以外にも給付することがあります。

身体障害者手帳の交付を受けた者で、ストマを造設し
たもの

頭部保護帽
転倒の衝撃から頭部を保護できる
ヘッドギア

療育手帳が重度又は最重度であって、てんかん発作等
により頻繁に転倒する者

３年

ストマ装具
人工肛門や人工ぼうこうに取り付
ける器具


